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アスファルト混合物事前審査制度に関する検討委員会　【制度検討委員会】
（構成 : 発注機関、業団体）

アスファルト混合物事前審査委員会　【委員会】
委員長、副委員長、委員は【制度検討委員会】が選任し委嘱する

事前審査の流れ
アスファルト混合物事前審査制度

【協議会】
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アスファルト混合物事前審査協議会　【協議会】
（構成 : 発注機関）

会長及び会員は発注機関から【制度検討委員会】が選任

認定部会

立入調査部会
部会長、副部会長、委員は【委員会】が選任し委嘱する

＜協議会が公募で１者を選定し指定＞

審査事務局

＜主な役割＞
○立会審査
○立入調査

＜役割＞
○委員会の運営
○立入調査部会の運営
○申請受付
○審査・合否判定に関する資料作成
○審査結果の通知

＜主な役割＞
○制度の体制に関すること
○制度の要領・規則に関すること

＜役割＞
○審査事務局の公募・選定・指定
○混合物の認定

＜主な役割＞
○混合物の審査及び合否判定
○試験機関の指定

＜役割＞
○混合物の認定


